様式


緑化推進等に関する協定書

　佐賀市みどりあふれるまちづくり条例（平成２０年佐賀市条例第６号。以下「条例」という。）第１５条及び緑化協定に関する要綱（平成２０年６月１日施行）に基づき、佐賀市長（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、接道部の緑化推進等について、次のとおり協定を締結する。

（協定の趣旨）

第１条　この協定は、甲と乙とが互いに協力して、良好な都市環境の形成を図り、個性あるみどりあふれる佐賀の街を創出するため、次条に掲げる区域内の土地における接道部の緑化推進等について、必要な事項を定めるものとする。

（協定区域）

第２条　この協定の対象となる土地の区域は次のとおりとする。

(1) 対象となる土地の区域　　別紙図面のとおり

(2) 区域に含まれる土地　　　佐賀市　　　　　　　　　　　　　　　　
（緑化に関する事項）

第３条　乙は、前条に掲げる区域内に所有する土地において、接道部の緑化等及びその維持管理を別紙の計画に基づき適正に行い、良好な都市環境の形成に努めなければならない。

（指導又は助言）

第４条　甲は、乙に対して、次に掲げる事項について技術的な指導又は助言をするものとする。

（１）樹木等の配植、肥培等の維持管理に関すること。

（２）病害虫の防除に関すること。

（３）その他樹木等の育成上必要な事項に関すること。

（協定の承継）

第５条　乙は、協定区域内の土地の所有権その他の権利に変動を生じた時は、譲渡人その他の権利者に、この協定を遵守させるよう努めなければならない。

２　乙は、協定の承継を行った場合は、緑化協定承継届により甲に届け出るものとする。

（協定期間）

第６条　この協定の有効期間は、この協定の締結の日から５年間とする。

２　前項に規定する期間満了日の６箇月前までに甲又は乙から相手方に対して協定を更新しない旨の申入れのない場合は、さらに５年間有効期間を延長するものとし、以後これに準ずるものとする。

（補則）

第７条　この協定書に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義を生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。

　この協定が成立したことを証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自１通を保有する。

　　　　　　年　　月　　日

甲　佐賀市栄町１番１号

　　佐賀市

佐賀市長　　　　　　　　　　　　印
乙　佐賀市　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

別紙

緑化等の計画（樹種・配置・維持管理等）

	植栽計画

	１　植栽する樹種等
	

	２　配置
	別添図面のとおり

	３　維持管理の方法
	

	４　その他
	


